
 

 議第３号 

 

 

教育長に対する権限の委任等に関する規則の一部を改正する規則につ

いて 

 

 

 教育長に対する権限の委任等に関する規則の一部を改正する規則を次のよう

に定めるものとする。 

 

 

  令和８年３月４日提出 

 

            岐阜県教育委員会 

 

               教 育 長   堀  貴 雄 

 

 

  （提案理由） 

公益信託に関する法律（令和６年法律第 30 号）の施行により、公益信託

については、主務官庁による許可・監督制が廃止され、知事が合議制の機

関（公益認定等審議会）の意見に基づき認可する制度が創設されることに

なったため。 
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＜根拠法令＞ 

 ○教育長に対する権限の委任等に関する規則 

 第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第

百六十二号。以下「法」という。）第二十五条第一項の規定に基づき、教育

委員会は、次に掲げる事項及び岐阜県教育委員会の権限に属する事務の委任

及び補助執行に関する規則（平成二十九年岐阜県教育委員会規則第十五号。

以下「委任等規則」という。）の規定により知事の補助機関である職員に委

任し、又は補助執行させる事務を除き、その権限に属する教育事務を教育長

に委任する。 

第二条から第六条まで  略 
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教育長に対する権限の委任等に関する規則の一部を改正する規則の概要 

 

１ 改正の趣旨 

  公益信託に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行うもの 

 

２ 改正の内容 

  ・教育長に委任する教育事務から「公益信託の引受けの許可に関すること」を削

除（第１条第１項第１９号） 

  ・上記に伴う条項の整理（第５条第１項第５号） 

 

３ 施行日 

  令和８年４月１日 
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教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
新
旧
対
照
表 

 

（
新
） 

（
旧
） 

 
 

第
一
条 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
委
員
会
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
及
び
岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
。
以
下
「
委
任
等
規
則
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
委
任
し
、
又
は
補
助
執
行
さ
せ

る
事
務
を
除
き
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
教
育
事
務
を
教
育
長
に
委
任
す
る
。 

第
一
条 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
委
員
会
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
及
び
岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
。
以
下
「
委
任
等
規
則
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
に
委
任
し
、
又
は
補
助
執
行
さ
せ

る
事
務
を
除
き
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
教
育
事
務
を
教
育
長
に
委
任
す
る
。 

一
か
ら
十
八
ま
で 

 

略 

一
か
ら
十
八
ま
で 

 

略 

 

十
九 

公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
。 

十
九 

 

略 

二
十 

 

略 

２ 
 

略 

２ 
 

略 

 
 

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

 

略 

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

 

略 

 
 

第
五
条 

教
育
長
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
常
時
専
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

第
五
条 

教
育
長
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
常
時
専
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

一
か
ら
四
ま
で 

 

略 

一
か
ら
四
ま
で 

 

略 

五 

第
一
条
第
一
項
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号 

 
 

に
掲
げ
る
事

項 

五 

第
一
条
第
一
項
第
十
四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項 

六 
 

略 

六 
 

略 

２ 
 

略 

２ 
 

略 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

略 
 

 
 

付 

則 
 

略 
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